
基本方針の主なポイント 

 

１ 公共建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向 

○ 公共建築物における木材の利用の促進が、林業の再生や森林の適正な整備、地球温暖化の

防止等に貢献すること 

○ 過去の非木造化の考え方を、公共建築物については可能な限り木造化、内装等の木質化を

図るとの考え方に転換 

○ 国は、木材利用の促進に資する有益な情報や優良事例等をとりまとめて地方公共団体に共

有すること 

○ 地方公共団体は、木材に利用に関する措置の実施状況を定期的に把握し、課題を分析し、そ

の結果の公表に努めること 

 

２ 公共建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 

○ 建築基準法その他の法令に基づく基準で耐火建築物とすること等が求められない低層の公

共建築物について、積極的に木造化を促進 

〇 CLT（直交集成板）や木質耐火部材等の新たな木質部材の活用に努めること 

〇 ３階建ての木造の学校等について、一定の防火措置を行うことで準耐火構造等で建築が可

能となったことを踏まえ、当該公共建築物についても積極的に木造化を促進 

○ 木造化を促進する対象としない施設の例（災害応急対策活動に必要な施設等） 

○ 木造化が困難な場合でも内装等の木質化、備品や消耗品としての木材の利用、木質バイオ

マスの利用を促進 

 

３ 国が整備する公共建築物における木材の利用の目標 

○ 国は、その整備する公共建築物のうち、積極的に木造化を促進する公共建築物の範囲に該

当する低層の公共建築物について、原則として全て木造化を図る 

○ 高層・低層に関わらず内装等の木質化、備品や消耗品としての木材の利用を促進するほか、

暖房器具等への木質バイオマス燃料の導入に努めること等 

〇 木造化や内装等の木質化に当たっては、技術開発の推進や木造化に係るコスト面の課題の

解決状況等を踏まえ、CLT・木質耐火部材等の新たな木質部材の活用に取り組む 

 

４ 基本方針に基づき各省各庁の長が定める公共建築物における木材の利用の促進のための計画

に関する基本的事項 

○ 各省各庁の木材の利用の方針・目標の設定、推進体制等 

 

５ 公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に関する基本的事項 

○ 公共建築物の整備に適した木材の円滑な供給の確保 

○ 合法木材の供給・利用の促進 

 

６ その他公共建築物における木材の利用の促進に関する重要事項 

○ 都道府県方針又は市町村方針を作成する場合の留意事項 

○ 維持管理を含む公共建築物の整備等においてコスト面で考慮すべき事項 

○ 国における関係省庁等連絡会議の設置 

〇 地方公共団体は、関係部局横断的な木材利用促進連絡会議の設置に努めること 


